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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光源に印加される発光源駆動電圧を制御する発光源駆動電圧制御装置において、
　所望の前記発光源の輝度を設定する初期駆動電圧が設定され、前記初期駆動電圧を前記
発光源駆動電圧として前記発光源を駆動した後、電源電圧を測定し、電源電圧が前記初期
駆動電圧未満となったか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段で前記電源電圧が前記初期駆動電圧未満と判定されると、前記判定手段が
前記判定時に測定した電源電圧を前記発光源駆動電圧とし、電源電圧が低下した旨の電源
電圧低下情報を保持する電圧調整手段と、
　該電源電圧低下情報が保持された後、前記判定手段で前記電源電圧が前記初期駆動電圧
以上に復帰したと判定されると、所定の時間を掛けて前記発光源駆動電圧を前記初期駆動
電圧まで徐々に復帰させる電圧復帰手段とを有することを特徴とする発光源駆動電圧制御
装置。
【請求項２】
　電圧調整手段及び電圧復帰手段はそれぞれ電源電圧をオンオフ制御するＰＷＭ信号のデ
ューティー比を変化させて発光源駆動電圧を制御するようにしたことを特徴とする請求項
１記載の発光源駆動電圧制御装置。
【請求項３】
　判定手段は、予め規定された時間間隔で定められた監視時点で電源電圧を測定するよう
にしており、
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　電圧復帰手段は電源電圧が初期駆動電圧以上に復帰した監視時点の次の監視時点で再度
前記初期駆動電圧未満となると、電源電圧低下情報の保持に拘わらず前記電源電圧を発光
源駆動電圧とするようにしたことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の発光源駆動電
圧制御装置。
【請求項４】
　電圧復帰手段は、監視時点において電源電圧が初期駆動電圧以上である状態が継続する
と予め規定された電位差を発光源駆動電圧に加算して段階的に前記発光源駆動電圧を初期
駆動電圧に復帰させるようにしたことを特徴とする請求項１から請求項３のうちのいずれ
か１項記載の発光源駆動電圧制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、発光源を駆動点灯する駆動電圧を制御する発光源駆動電圧制御装置に関し
、特に、ＰＷＭ（パルス幅変調）制御によって電源電圧の変化による発光源輝度のチラツ
キを防止するための発光源駆動電圧制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、電源から発光源に電力を供給するとともに、他の負荷に同一の電源から電力を
供給するシステムが知られており、例えば、自動車（車両）においては、バッテリを電源
として、発光源及びモータ等の負荷を駆動している。
【０００３】
　ところが、車両には、エアコンディショナー、ナビゲーション装置、及びオーディオ装
置等の種々の電装品が電源負荷として装備される傾向にあり、一つのバッテリで発光源及
び種々の電装品等の電力負荷に対して電力を供給するとなると、電源負荷のオン／オフに
起因して、バッテリ電圧（電源電圧）が変動するという事態が生じ、この電源電圧の変動
に起因して、発光源輝度がチラつくという現象が生じてしまう。
【０００４】
　このようなチラツキに対処するため、照明発光源に印加する駆動電圧をＰＷＭ制御する
ことが知られており、例えば、バッテリ電源に、抵抗とツェナーダイオードとを直列に接
続した定電圧装置を備えている。
【０００５】
　さらに、スイッチングトランジスタを付加して、このベースにＰＷＭ信号を付加してＰ
ＷＭ信号を電圧変換した結果である電解コンデンサのプラス側の直流電圧を、駆動用トラ
ンジスタのベースに印加して、この駆動用トランジスタによって電源から発光源に電源供
給を行って、ＰＷＭ信号のパルス幅を変化させ、駆動用トランジスタのベースに印加され
る直流電圧を電圧制御して、照明発光源の照度を調整するようにしたものがある（例えば
、特許文献１参照）。
【０００６】
　さらに、電源電圧を用いて、ＰＷＭ制御によって発光源を点灯駆動する際、電源電圧の
変動に応じてＰＷＭ信号のデューティー比を変更して、発光源以外の他の電源負荷の駆動
開始時におけるＰＷＭ信号の周波数を、定常時のＰＷＭ信号の周波数より大きく設定して
発光源のちらつきを防ぐようにしたものがある。
【０００７】
　ここでは、電源電圧の変化に対応して、ＰＷＭ信号のデューティー比を制御する際、Ｐ
ＷＭ信号の周波数を大きくするほど、電源電圧の変化に応じて最適なデューティー比で発
光源のＰＷＭ制御を行うことができるものの、常に、ＰＷＭ信号の周波数を大きく設定す
ると、高速スイッチの発熱が大きくなるばかりでなく、ノイズ増大の原因となるので、他
の電源負荷の起動時に限って、ＰＷＭ信号の周波数を大きくするよう制御する。
【０００８】
　そして、他の電源負荷の起動時に、一瞬だけ電源電圧Ｖが大きく変化した後に、安定状
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態に復帰する際に、ＰＷＭ制御のデューティー比を高速で変化させて、最適な発光源のＰ
ＷＭ制御を行う一方、電源電圧の安定状態では、ＰＷＭ信号の周波数を比較的小さくして
、高速スイッチの発熱等の弊害を防止するようにしている（例えば、特許文献２参照）。
【０００９】
【特許文献１】特開平１１－２３３２７６号公報（段落（００１２）～段落（００１６）
、第１図）
【特許文献２】特開２００３－３３８３９６号公報（段落（００１７）～段落（００３５
）、第１図～第３図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来の発光源駆動電圧制御装置は以上のように構成されているので、つまり、ＰＷＭ信
号のパルス幅を変化させて、ＰＷＭ信号を電圧変換した結果である電解コンデンサのプラ
ス側の直流電圧を駆動用トランジスタのベースに印加して、駆動用トランジスタのベース
に印加される直流電圧を電圧制御して、照明発光源の照度を調整するようにした構成され
ているので、直流電圧が印加される駆動用トランジスタの発熱量が大きくなってしまうと
いう課題があった。
【００１１】
　さらに、従来の発光源駆動電圧制御装置では、種々の回路素子を備えなければならず、
その結果、回路規模が大型化してしまうばかりでなく、発熱に対処するため、駆動用トラ
ンジスタ自体が高価になってしまうという課題があった。
【００１２】
　また、従来の発光源駆動電圧制御装置では、電源電圧が急激に変動を繰り返すと、その
変動に追従するため、かえって発光源の輝度が変化して、ユーザに視認されるチラツキが
増大してしまうという課題があった。
【００１３】
　加えて、従来の発光源駆動電圧制御装置では、電源電圧の変動に応じてＰＷＭ信号のデ
ューティー比を変更して、発光源以外の他の電源負荷の駆動開始時におけるＰＷＭ信号の
周波数を定常時のＰＷＭ信号の周波数より大きく設定するように構成しているので、電源
電圧が急激に低下した後、元の定常状態に復帰すると、それに伴って、発光源駆動電圧も
急激に元の定常状態に復帰するため、一旦輝度が低下した発光源が急激に輝度を増すこと
になって、ユーザにとっては、あたかもチラツキが大きくなってしまうという課題があっ
た。
【００１４】
　この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、回路規模が小さく、電
源電圧が急激に変化した後元の定常状態に復帰する際のチラツキを低減することのできる
発光源駆動電圧制御装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　この発明に係る発光源駆動制御装置は、発光源に印加される発光源駆動電圧を制御する
際、所望の前記発光源の輝度を設定する初期駆動電圧が設定され、初期駆動電圧を発光源
駆動電圧として発光源を駆動した後、電源電圧を測定し、電源電圧が初期駆動電圧未満と
なったか否かを判定して、電源電圧が初期駆動電圧未満と判定されると、判定手段が前記
判定時に測定した電源電圧を発光源駆動電圧とし、電源電圧が低下した旨の電源電圧低下
情報を保持し、電源電圧低下情報が保持された後、電源電圧が初期駆動電圧以上に復帰し
たと判定すると、所定の時間を掛けて発光源駆動電圧を初期駆動電圧まで徐々に復帰させ
ることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明によれば、電源電圧が初期駆動電圧未満となって電源電圧が急激に低下すると
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、一旦電源電圧を発光源駆動電圧とするものの、電源電圧が初期駆動電圧以上に復帰する
と、発光源駆動電圧を初期駆動電圧まで徐々に復帰させるように構成したので、発光源輝
度が急激に上昇することがなく、ユーザによって視認される発光源輝度は徐々に増加する
ことになって、ユーザに対する発光源のチラツキを低減できる。また、ＰＷＭ制御はソフ
トウェアによって行われることから、スイッチの発熱を軽減し、回路規模を小さく出来る
という効果がある。

【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
実施の形態１．
　図１はこの発明を実施するための実施の形態１における発光源駆動電圧制御装置の一例
を示す回路ブロック図であり、図示の発光源駆動電圧制御装置は、例えば、車両に搭載さ
れ、オーディオ機器又はナビゲーション装置用発光源又は室内灯の駆動電圧を制御してそ
の輝度のチラツキを防止する際に用いられる。
【００１８】
　発光源駆動電圧制御装置１０は、マイコン等の制御部（ＣＰＵ）１１を備えており、こ
のＣＰＵ１１は車載電源（例えば、バッテリ：図示せず）の電源電圧Ｖｉｎを予め規定さ
れた時間間隔で監視している。電源電圧Ｖｉｎは発光源（ＦＬ）１２に接続され、さらに
、発光源１２はスイッチングトランジスタ１３のコレクタに接続されている。そして、ス
イッチングトランジスタ１３のエミッタは接地されている。
【００１９】
　ＣＰＵ１１はＰＷＭ制御によってスイッチングトランジスタ１３をオン／オフ制御して
おり、つまり、後述するように、ＣＰＵ１１はＰＷＭ信号をスイッチングトランジスタ１
３のベースに与えており、このＰＷＭ信号のデューティー比（Ｄ）を電源電圧Ｖｉｎに応
じて変化させる（このことは電源電圧をＰＷＭ信号によってオンオフ制御して、発光源駆
動電圧を制御することに相当する）。
【００２０】
　ところで、車両には、発光源１２の他にエンジン始動の際に駆動されるモータに加えて
、エアコンディショナー、ナビゲーション装置、及びオーディオ装置等の種々の電装品が
電源負荷として装備されており、これら発光源１２、モータ、及び電装品等の電源負荷に
は全てバッテリを介して電力が供給されている。この結果、不可避的にバッテリの電源電
圧Ｖｉｎが変動するという事態が生じ、電源電圧Ｖｉｎの変動に起因して発光源１２の輝
度が変化してチラツキが生じる。
【００２１】
　いま、発光源１２とスイッチングトランジスタ１３の直列回路に加わる電圧を発光源駆
動電圧Ｖｏとすると、電源電圧Ｖｉｎが発光源駆動電圧Ｖｏよりも一旦低下した後、元の
状態（つまり、Ｖｉｎ＞Ｖｏの状態）に復帰すると、電源電圧Ｖｉｎの復帰に追従して、
発光源駆動電圧Ｖｏも元の状態に復帰するから、発光源１２は一旦所定の輝度が低下した
後所定の輝度に復帰することになる。
【００２２】
　電源電圧Ｖｉｎの低下が急激であると、電源電圧Ｖｉｎが復帰した際のチラツキが大き
くなってしまう。図示のＣＰＵ１１は、後述するようにしてＰＷＭ制御を行ってこのよう
な電源電圧の急激な低下の後の復帰に起因するチラツキを防止する。
【００２３】
　次に動作について説明する。
　図１～図３を参照して、いま、ユーザが所望の発光源輝度をＣＰＵ１１に入力装置（図
示せず）から設定すると、ＣＰＵ１１では所望の発光源輝度に応じた発光源駆動電圧を初
期駆動電圧ＶＬＡＭＰとする（この初期駆動電圧ＶＬＡＭＰは電源電圧Ｖｉｎよりも低い
）。そして、ＣＰＵ１１は、後述するようにして、初期駆動電圧ＶＬＡＭＰに応じたＰＷ
Ｍ信号を生成して、スイッチングトランジスタ１３をオン／オフ制御して、発光源駆動電
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圧Ｖｏを発光源１２に印加する。
【００２４】
　いま、バッテリの電源電圧Ｖｉｎを１４Ｖ、初期駆動電圧ＶＬＡＭＰを１０Ｖとすると
、発光源スイッチ（図示せず）等がオンされると（スタート）、ＣＰＵ１１は、まず、フ
ラグ（Ｆｌａｇ）＝０（通常モード）として（ステップＳＴ１）、発光源駆動電圧Ｖｏを
初期駆動電圧ＶＬＡＭＰとして（ステップＳＴ２）、ＰＷＭ制御によってスイッチングト
ランジスタ１３をオン／オフ制御して、初期駆動電圧ＶＬＡＭＰに応じた発光源駆動電圧
Ｖｏを発光源１２に印加する。
【００２５】
　ＣＰＵ１１は予め設定された周期で（つまり、所定の時間間隔で）、電源電圧Ｖｉｎを
監視しており、所定の時間をカウントすると（ステップＳＴ３）、ＣＰＵ１１は、電源電
圧Ｖｉｎを測定して測定結果を得る（ステップＳＴ４）。そして、ＣＰＵ１１はＦｌａｇ
＝１（Ｆｌａｇ＝１である際には、後述するように、電圧復帰モードとなる）であるか否
かを調べる（ステップＳＴ５）。発光源スイッチ投入直後においては、Ｆｌａｇ＝０であ
るので、ＣＰＵ１１はステップＳＴ６に進み、ステップＳＴ６において、電源電圧Ｖｉｎ
＜初期駆動電圧ＶＬＡＭＰであるか否かを判定する。
【００２６】
　ステップＳＴ６において電源電圧Ｖｉｎ≧初期駆動電圧ＶＬＡＭＰであると、ＣＰＵ１
１はデューティー比（Ｄ）＝（Ｖｏ／Ｖｉｎ）２を求めて、Ｄ＝（Ｖｏ／Ｖｉｎ）２であ
るＰＷＭ信号をスイッチングトランジスタ１３のベースに与える（ステップＳＴ７：Ｄ＝
（Ｖｏ／Ｖｉｎ）２出力）。その後、ＣＰＵ１１は、ステップＳＴ３に戻って、再度所定
の時間が経過したか否かを判定する。
【００２７】
　例えば、図３に時間（監視時点）ｔ１で示すタイミングで、ＣＰＵ１１が電源電圧Ｖｉ
ｎを測定したとすると、ここでは、Ｖｉｎ＝１４Ｖであるから、ＣＰＵ１１はＶＬＡＭＰ

＝Ｖｏ＝１０Ｖとする。この際のデューティー比Ｄ＝０．５１となる。
【００２８】
　一方、電源電圧Ｖｉｎ＜初期駆動電圧VLAMPであると、ＣＰＵ１１は電源電圧Ｖｉｎに
発光源駆動電圧Ｖｏに影響を与える変動があったと判定して、発光源駆動電圧Ｖｏを電源
電圧Ｖｉｎとした後（ステップＳＴ８）、Ｆｌａｇ＝１とする（電源電圧低下情報を保持
して、電源復帰モードとなる：ステップＳＴ９）。そして、ＣＰＵ１１は、ステップＳＴ
７で前述のようにデューティー比Ｄを求める。
【００２９】
　例えば、図３に時間（監視時点）ｔ２で示すタイミングで、ＣＰＵ１１が電源電圧Ｖｉ
ｎを測定したとすると、ここでは、電源電圧Ｖｉｎが８Ｖに急激に低下しているから、Ｃ
ＰＵ１１は発光源駆動電圧Ｖｏ＝８Ｖとする。この際には、デューティー比Ｄ＝１．００
となる。つまり、ＣＰＵ１１は発光源駆動電圧Ｖｏ＝８Ｖとすべく、デューティー比Ｄ＝
１．００とすることなる。
【００３０】
　上述のように、電源電圧Ｖｉｎ＜初期駆動電圧ＶＬＡＭＰとなると、Ｆｌａｇ＝１が設
定される。ステップＳＴ３において、所定の時間が経過すると、ＣＰＵ１１はステップＳ
Ｔ４で電源電圧Ｖｉｎを測定した後、ステップＳＴ５でＦｌａｇ＝１であるか否かを判定
することになる。この際には、Ｆｌａｇ＝１であるから、ＣＰＵ１１は発光源駆動電圧復
帰モードとなって、まず、ＣＰＵ１１は電源電圧Ｖｉｎ＜初期駆動電圧ＶＬＡＭＰである
か否かを判定する（ステップＳＴ１０）。
【００３１】
　そして、電源電圧Ｖｉｎ≧初期駆動電圧ＶＬＡＭＰであると、ＣＰＵ１１は予め設定さ
れた電位差ΔＶ（例えば、０．５Ｖ）と発光源駆動電圧Ｖｏとの加算を行ってＶｏ＋ΔＶ
を得て、Ｖｏ＋ΔＶ≧初期駆動電圧ＶＬＡＭＰであるか否かを判定する（ステップＳＴ１
１）。
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【００３２】
　ステップＳＴ１１において、Ｖｏ＋ΔＶ＜初期駆動電圧ＶＬＡＭＰであると、ＣＰＵ１
１は、Ｖｏ＋ΔＶを発光源駆動電圧Ｖｏとして（ステップＳＴ１２）、ステップＳＴ７に
おいてデューティー比Ｄを求め、ＰＷＭ信号の周波数を変更する。その後、ＣＰＵ１１は
ステップＳＴ３に戻る。
【００３３】
　例えば、図３に時間（監視時点）ｔ３で示すタイミングで、ＣＰＵ１１が電源電圧Ｖｉ
ｎを測定したとすると、ここでは、電源電圧Ｖｉｎは８Ｖから１４Ｖに復帰しているもの
の、発光源駆動電圧Ｖｏを８Ｖからいきなり１０Ｖに復帰させると、発光源駆動電圧Ｖｏ
の急激な変化に起因して、ユーザにはかえって発光源輝度にチラツキが生じたと視認され
てしまう。
【００３４】
　そこで、ＣＰＵ１１は、Ｖｏ＋ΔＶ＝８．５Ｖを発光源駆動電圧として（つまり、発光
源駆動電圧Ｖｏを８Ｖから８．５Ｖとして）、急激な発光源駆動電圧Ｖｏの変化に起因す
る発光源輝度のチラツキを防止することになる。図示の例においては、時間ｔ３において
、ＣＰＵ１１は、発光源駆動電圧Ｖｏ＝８．５Ｖとして（電源電圧Ｖｉｎは１４Ｖ）、デ
ューティー比Ｄ＝０．３７とすることになる。
【００３５】
　再び、ＣＰＵ１１は所定の時間が経過すると、ステップＳＴ４において電源電圧Ｖｉｎ
を測定し、ステップＳＴ５でＦｌａｇ＝１であるか否かを判定することになる。この際に
は、未だにＦｌａｇ＝１であるから、ＣＰＵ１１は、ステップＳＴ１０において、ＣＰＵ
１１は電源電圧Ｖｉｎ＜初期駆動電圧ＶＬＡＭＰであるか否かを判定する。そして、電源
電圧Ｖｉｎ＜初期駆動電圧ＶＬＡＭＰとなっていると、ＣＰＵ１１は、発光源駆動電圧Ｖ
ｏを電源電圧Ｖｉｎをとして（ステップＳＴ１３）、ステップＳＴ７でデューティー比Ｄ
を求めることになる。
【００３６】
　例えば、図３に時間（監視時間）ｔ４で示すタイミングで測定した電源電圧Ｖｉｎが再
び８Ｖに低下していると、ＣＰＵ１１は、発光源駆動電圧Ｖｏを８Ｖとして、デューティ
ー比Ｄ＝１．００とする。そして、次の時間（監視時点）ｔ５の測定タイミングで、電源
電圧Ｖｉｎが１４Ｖとなると、前述したようにして、ＣＰＵ１１は時間ｔ５で発光源駆動
電圧Ｖｏを８．５Ｖとして急激な変動を防止することになる（この際のデューティー比＝
０．３７である）。
【００３７】
　さらに、図３に示す時間（監視時点）ｔ６のタイミングで計測した電源電圧Ｖｉｎが８
Ｖに低下していると、ＣＰＵ１１は発光源駆動電圧Ｖｏを８Ｖとする（デューティー比＝
１．００）。そして、図３に示す時間（監視時点）ｔ７のタイミングで計測した電源電圧
Ｖｉｎが再び１４Ｖに復帰していると、ＣＰＵ１１は、前述したように、発光源駆動電圧
Ｖｏを８．５Ｖとすることになる（デューティー比＝０．３７）。
【００３８】
　続いて、ＣＰＵ１１は、図３に示す時間（監視時点）ｔ８のタイミングで電源電圧Ｖｉ
ｎを測定することになるが、この際の電源電圧Ｖｉｎが１４Ｖであるとすると、ステップ
ＳＴ１０において、ＣＰＵ１１は電源電圧Ｖｉｎ≧初期駆動電圧ＶＬＡＭＰであると判定
し、さらに、ＣＰＵ１１は、ステップＳＴ１１において、Ｖｏ＋ΔＶ≧初期駆動電圧ＶＬ

ＡＭＰであるか否かを判定する。
【００３９】
　図３に示す時間（監視時点）ｔ８においては、Ｖｏ＋ΔＶ＜初期駆動電圧ＶＬＡＭＰで
あるので、ＣＰＵ１１は、ステップＳＴ１２において、Ｖｏ＋ΔＶを発光源駆動電圧Ｖｏ
とし、さらに、ステップＳＴ７においてデューティー比Ｄを求める。つまり、時間ｔ８の
タイミングでは、ＣＰＵ１１は発光源駆動電圧Ｖｏを９Ｖとすることになる（デューティ
ー比＝０．４１とする）。
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【００４０】
　さらに、ＣＰＵ１１は、図３に示す時間（監視時点）ｔ９のタイミングで電源電圧Ｖｉ
ｎを測定し、この際の電源電圧Ｖｉｎが１４Ｖであるとすると、時間ｔ９においては、Ｖ
ｏ＋ΔＶ＜初期駆動電圧ＶＬＡＭＰであるので、ＣＰＵ１１は、ステップＳＴ１２におい
てＶｏ＋ΔＶを発光源駆動電圧Ｖｏとし、ステップＳＴ７においてデューティー比Ｄを求
める。つまり、時間ｔ９のタイミングでは、ＣＰＵ１１は発光源駆動電圧Ｖｏを９．５Ｖ
とすることになる（デューティー比＝０．４６とする）。
【００４１】
　そして、ＣＰＵ１１は、図３に示す時間（監視時点）ｔ１０のタイミングで電源電圧Ｖ
ｉｎを測定し、この際の電源電圧Ｖｉｎが１４Ｖであるとすると、時間ｔ１０のタイミン
グにおいては、Ｖｏ＋ΔＶ≧初期駆動電圧ＶLAMPであるので、ＣＰＵ１１は、初期駆動電
圧ＶLAMPを発光源駆動電圧Ｖｏとして（ステップＳＴ１４）、Ｆｌａｇ＝０として通常モ
ードに戻って（ステップＳＴ１５）、ステップＳＴ７でデューティー比Ｄを求める。つま
り、時間ｔ１０のタイミングでは、ＣＰＵ１１は発光源駆動電圧Ｖｏ＝ＶLAMP＝１０Ｖと
することになる（デューティー比＝０．５１とする）。

【００４２】
　その後、図３に示す時間（監視時点）ｔ１１のタイミングで電源電圧Ｖｉｎを測定する
が、この場合には、Ｆｌａｇ＝０であるので、ステップＳＴ６において、ＣＰＵ１１は、
電源電圧Ｖｉｎ＜初期駆動電圧ＶＬＡＭＰであるか否かを判定して、前述したようにして
処理を行うことになる。図３に示す時間ｔ１１のタイミングでは、電源電圧Ｖｉｎ＝１４
Ｖであるので、ＣＰＵ１１は発光源駆動電圧Ｖｏ＝１０Ｖとすることになる（デューティ
ー比＝０．５１とする）。なお、図４は上記のタイミングｔ１～ｔ１１に対する電源電圧
Ｖｉｎ（Ｖ）、デューティー比Ｄ、発光源駆動電圧の関係を示すものである。
【００４３】
　このようにして、電源電圧Ｖｉｎが急激に変化して、初期駆動電圧ＶＬＡＭＰよりも低
下した後、電源電圧Ｖｉｎが初期駆動電圧ＶＬＡＭＰよりも高くなる状態に復帰し、その
状態が継続すると、発光源駆動電圧Ｖｏを予め設定された電位差ΔＶに応じて段階的に高
くして、初期駆動電圧ＶＬＡＭＰに復帰させるように構成したので、電源電圧Ｖｉｎが急
激に低下した後、元の電圧に復帰したように事態が生じた際に、ユーザが視認する発光源
の輝度変化が少なくなって、発光源輝度のチラツキを低下できることになる。
【００４４】
　そして、上述のように、ＣＰＵ１１によってスイッチングトランジスタ１３を制御した
から、つまり、ソフトウェアによってスイッチングトランジスタ１３をＰＷＭ制御（オン
／オフ）したから、スイッチングトランジスタ１３からの発熱は少なり、しかも回路規模
を小さくできる。
【００４５】
　なお、上述の説明から明らかなように、ＣＰＵ１１が集合的に判定手段、電圧調整手段
、及び電圧復帰手段として機能することになる。
【００４６】
　以上のように、実施の形態１によれば、電源電圧Ｖｉｎが初期駆動電圧ＶＬＡＭＰ未満
となって電源電圧Ｖｉｎが急激に低下すると、一旦電源電圧Ｖｉｎを発光源駆動電圧Ｖｏ
とし、電源電圧Ｖｉｎが初期駆動電圧ＶＬＡＭＰ以上に復帰すると、発光源駆動電圧Ｖｏ
を初期駆動電圧ＶＬＡＭＰまで段階的に復帰させるように構成したので、発光源輝度が急
激に上昇することがなく、ユーザによって視認される発光源輝度は徐々に増加することに
なって、発光源のチラツキを低減できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】この発明の実施の形態１による発光源駆動電圧制御装置の一例を示す回路ブロッ
ク図である。
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【図２】図１に示す発光源駆動電圧制御回路の動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【図３】図１に示す発光源駆動電圧制御回路における発光源駆動電圧の変化を電源電圧の
変化とともに示す図である。
【図４】監視時点に対する電源電圧、デューディー比、発光源駆動電圧の関係を示す図で
ある。
【符号の説明】
【００４８】
　１０　発光源駆動電圧制御装置、１１　制御部（ＣＰＵ）、１２　発光源（ＦＬ）、１
３　スイッチングトランジスタ。

【図１】 【図２】
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